
担当者の方のメールアドレスを記入し
てください。間違えやすい文字について
は、フリガナも記入してください。 

保健所が記入しますので、何も記入しないでください。 

ＩＤ作成について 

 

 京都府では令和３年６月１日以降に取得された営業許可の情報について、

「食品衛生申請等システム」※に登録しています。登録にあたっては、営業

者のＩＤ作成が必要となります。 

 紙の申請書で営業許可申請される場合は、ＩＤ作

成の事務は保健所が行いますが、ＩＤとなる担当者

のメールアドレスを左図のＩＤ作成用紙によりお知

らせください。記入方法については下記記入例を確

認してください。 

 

※食品衛生申請等システム 

 厚生労働省が作成したシステムです。 

 オンラインで営業許可申請、営業届出をすることができ

るようになりました。 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp 

 

 

（記入例） 

 

 

 

  

申請者名を記入してください。 申請者名を記入してください。 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

